
 

 

 

                            
 

    

 

  明治生命保険相互会社（社長 金子亮太郎）では、がんに罹患した場合の患者ご本人およびご家族の

経済的負担を総合的に支援することを目的に、２００１年１０月２日から｢ペイバック｣をはじめとす

る業界初の様々な給付内容を実現した「がん特約［積立終身用］」（以下「がん特約」）を発売します。 
 

業界初の給付内容（下記「『がん特約』の主な特長」ご参照）に加え、医療技術そしてがん保険が日々
進化する中、生涯一契約で常に最新の保障内容を維持できるよう、アカウント型保険の特約として構
成したことが「がん特約」の最大の特長です。（この「がん特約」は、「ライフアカウント Ｌ.Ａ.」お
よび１０月２日発売の｢メディカルアカウント ｍ.ａ.｣専用特約です。） 

 

｢がん特約｣は、２００１年 1 月に進化第１弾として発売した「ナーシングケア（介護保障定期保険

特約）」に引き続き、｢ライフアカウント Ｌ.Ａ.｣の進化第２弾となります。 

 
  

 

 業界初その１  不担保期間の保険料相当額を「ペイバック」  
従来よりがん保険には、ご契約当初９０日間の不担保期間が設定されています。 

この、ご契約当初９０日間の不担保期間の｢がん特約｣の保険料相当額を、ご契約後１年経過

時に｢がん特約｣が継続している場合に、給付金としてお支払いします。 
 

 業界初その２ より良い治療を求める自助努力を応援する｢がん転院給付金｣    
がんの治療期間中、設備の整った病院への転院、治療方針の相談（｢セカンド・オピニオン｣）

など、より良い治療を求める自助努力を応援する｢がん転院給付金｣をお支払いします。 
 

 

 業界初その３  ｢在宅ホスピスケア｣にも｢がん入院給付金｣をお支払い 
 

 業界初その４  がんによる長期入院の場合、１２１日目から｢がん入院給付金｣を１.５倍にしてお支払い 
 

その他特長  ◆上皮内がんなど軽度のがんも保障 
◆入院給付金は入院１日目から入院日数・支払回数に制限なくお支払い   
◆さらに「がん診断給付金」「がん手術給付金」「がん退院給付金」でフルサポート    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

２００１年９月１９日

業界初

「がん特約」の主な特長 

新 発 売！ 

 当社では、２０００年４月２日から、従来わが国の生命保険の中心であった定期付終身保険に代わるまったく
新しい保険である「ライフアカウント Ｌ.Ａ.」を発売しています。発売以来、お客さまから圧倒的なご支持を
いただき、２０００年度の新契約高（個人保険・個人年金保険）を前年比５５％増に導く記録的な大ヒット商
品となり、２００１年 8 月には、販売件数が１００万件を突破しました。アカウント型保険というカテゴリー
の先駆者である｢Ｌ.Ａ.｣は、今やわが国の主力保険商品のデファクトスタンダードとなりつつあります。 

業界初、不担保期間の保険料相当額をペイバック！
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 業界初の４つの特長  

   

１．契約日または中途付加日から起算して、1年経過時にこの特約が継続しているとき

に不担保期間（９０日間）の｢がん特約｣の保険料相当額を「ペイバック」！ 
 

当社のがん特約では、すでに多くの保険会社で発売されているがん保険と同様に、ご契約当

初９０日の間にがんに罹患・診断確定されても給付金が支払われない「不担保期間」を設定し

ていますが、その不担保期間（９０日間）の本特約の保険料相当額を１年経過時に給付金とし

てお支払いします。 

がん保険のご契約者を対象にした当社調査（以下「当社調査」）でも、過半数の方（５５.

０％）が、「責任開始日から９０日間はがんに罹患・診断確定されても給付金が支払われない

こと（不担保期間の存在）を知らない」という結果が出ています。本給付が、保険料の実質負

担の軽減につながるとともに、お客さまの不担保期間に対する一層のご理解の一助になればと

考えています。 

 
２．設備の整った病院への転院、治療方針の相談（｢セカンド・オピニオン｣）などよ

り良い治療を求める自助努力を応援する「がん転院給付金」！ 
 

がん闘病期間中に、より良い治療を求めて、設備の整った病院に転院する場合等に、「がん

転院給付金」をお支払いすることにより、患者ご本人・ご家族を支援します。 

がん診断確定後に、最近、注目を集めている｢セカンド・オピニオン｣を目的として他の病院

を訪れる場合にも、がん転院給付金をお支払いします。 
 

※「セカンド・オピニオン」とは、「診断や治療方針について、主治医以外の医師に意見を聞く
こと」。米国では、｢セカンド・オピニオン｣は一般的。わが国でも、当社調査によると約９８％
の方が、「がんなどの重篤な疾患に罹患した場合『セカンド・オピニオン』の利用を希望して
いる」という結果が出ています。 

 

 

３．「在宅ホスピスケア」にも｢がん入院給付金｣をお支払いします！ 
 

がんで余命６ヵ月以内と判断され、かつ、自宅等において、医師の計画的な医学管理のも

とで、総合的に提供される医療を継続して受けている場合（いわゆる「在宅ホスピスケア」）

にも、がんによる入院と同様に、がん入院給付金をお支払いします。 

がん終末期におけるホスピスケアは、従来、病院で実施されていましたが、近年では医療技

術の進歩により在宅でも実施可能となっており、他方、当社調査によると、約８割（７９．３％）

の方が残された貴重な時間を自宅で過ごすことを希望されています。しかし、これまでは、た

とえ、病院における治療と同様の治療を自宅で行なっても入院給付金は支払われなかったため、

｢残された貴重な時間を自宅で過ごしたいのに経済的に実現が難しい｣という患者ご本人・ご家

族の声がありました。こうした問題を解決するために、当社では、がんによる在宅ホスピスケ

アを受けた場合にも、がん入院給付金を支払うこととしました。 
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４．がんによる入院が長期にわたる場合、１２１日目から以後の入院１日について、

がん入院給付金日額を１ .５倍にしてお支払いします！《がん長期入院加算》 

   

入院が長期化すると医療費をはじめとする支出が大きくなるばかりか、収入も減少し、また、

患者ご本人のみならず、看病されている方々の生活費の確保も困難となるケースがあります。

当社調査でも約９割（８８.９％）の方が、入院が長期にわたる場合の保障の強化を望んでいま

す。このようなお客さまの声にお応えし、がんによる入院が長期にわたる場合、１２１日目か

ら以後の入院１日について、がん入院給付金日額を１.５倍にしてお支払いします。 

 

５．幅広い保障を提供 

◆上皮内がんなどの軽度のがんから、すべてのがんを保障します。 

◆がん入院給付金は入院１日目から、入院日数・支払回数に制限なくお支払いします。 

◆さらに「がん診断給付金」「がん手術給付金」「がん退院給付金」でフルサポート 

 
 

｢ライフアカウント Ｌ.Ａ.｣は、お客さまのそれまでの生命保険に対するご不満を徹底的に調査し、
不満をすべて解決するというスタンスで開発された商品ですが、こうした「お客さま本位」の姿勢
は、その後のナーシングケア（業界初の公的介護保険連動型）、そして今回のがん特約の開発にも一
貫するものです。 

これからもアカウント型商品によるライフステージに応じた最適な生活保障のご提供を通じて、
自助努力社会における積極的な役割発揮と生命保険事業に対する社会的信頼の向上に取り組んでま
いります。 

 

 基本的な仕組み  

・特約保険期間中に、被保険者が、がんに罹患・診断確定されたとき、あるいは、がんの治療を受

けることを目的として転院・入院・手術・退院等されたとき、がん診断給付金・がん転院給付金・

がん入院給付金・がん手術給付金・がん退院給付金をお支払いします。 

・契約日または中途付加日から起算して、1 年経過時にこの特約が継続しているときに不担保期間

保険料相当額給付金をお支払いします。 

 【商品イメージ】 

 

▲ 
契約日（中途付加日）から１年後 

不担保期間保険料相当額給付金 

がん転院給付金 

がん診断・がん手術・がん退院給付金 

がん入院給付金 

（がん長期入院加算・がん在宅ホスピスケア保障） 
 

不担保期間 
（90 日間） 

がん特約保険期間 

責任開始日 
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 保険料例  

《がん入院給付金日額１万円の場合》 

○保険料（男女共通）月掛（口座振替料率）、保険期間１０年 

契約年齢 特約保険料 

３０歳 １，２６７円 
４０歳 １，８４９円 
５０歳 ３，１５５円 

 

 

 主なお取り扱い  
 
ア．付加できる保険種類 
    ｢ライフアカウント Ｌ.Ａ.｣および｢メディカルアカウント ｍ.ａ.｣ 

※｢メディカルアカウント ｍ.ａ.｣は通信販売でも取り扱っています。 
 

 

イ．契約年齢範囲 
    １２歳～７０歳  
 
 

ウ．がん入院給付金日額の上限と単位 
    ４０,０００円以下（１0０円単位） 
 
 

エ．給付事由 
 

給付金種類 
 

お支払事由 
 

給付金額 お受取人 
 

がん診断給付金 
 

はじめて悪性新生物（がん）に罹
患し、医師により診断確定された
とき 

 

がん入院給付金日額×１００ 

 

がん転院給付金 
 

より良い治療を受けるために、が
ん診断給付金の支払事由に該当し
た日から１８０日以内に、がん診
断給付金の支払事由に該当した際
とは別の病院へ悪性新生物の治療
を目的とした入院または通院をし
たとき 

 

がん入院給付金日額×５ 

 

がん入院給付金 
 

がんを直接の原因とする治療のた
めに入院されたとき 
ただし、がんで余命6 ヵ月以内と
診断され、在宅ホスピスケアを継
続して受けている場合も入院して
いるものとみなします 

 

①入院日数 120 日目まで 
がん入院給付金日額×入院日数 

②《長期入院加算》  
入院日数 121 日目以後 
がん入院給付金日額×120 日＋ 
がん入院給付金日額×1．5  
×（入院日数－120 日） 

 

がん手術給付金 
 

がんの治療を直接の目的とした手
術を受けられたとき 

 

がん入院給付金日額 
×10・20・40 

 

がん退院給付金 
 

がんによる継続した５日以上の入
院をした後退院されたとき 

 

がん入院給付金日額 
×５・１０・２０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被保険者 

 

不担保期間保険
料相当額給付金 

 

１年経過時に本特約が継続してい
るとき 

 

１年経過時の本特約の保険料 
（年掛は、１／１２、半年掛は、
１／６を乗じた金額）×３ 

 

 
契約者 

※責任開始日から９０日以内にがんに罹患・診断確定された場合、がん特約は無効となります。 
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 保障イメージ  

《がん入院給付金日額１万円の場合》 

 

 

 不担保期間   
責任開始日から９０日以内にがんに罹患・診断確定された場合、がん特約は無効 

 

不担保期間（９０日間）の｢がん特約｣の保険料相当額（不担保期間保険

料相当額給付金）をお支払いします。 

 

 

はじめて 

「がん」に  罹患・診断   

    

「がん」のより良い治療を 

求めて別の病院に  転院   

 

 

「がん」で  手術   

 

 

「がん」で  入院   

 

 

 長期入院   
 

 

「がん」で５日以上入院した後 

       退院   

 

 

「がん」で余命６ヵ月と診断され 

 在宅ホスピスケア   

 

が
ん
特
約 

責任開始 

９０日後 

１年経過 

がん診断給付金 １００万円 

入院１２０日目まで（入院１日につき） 

がん入院給付金   １万円 

入院１２１日目以降（入院１日につき） 

がん入院給付金 １万５千円 

手術の種類に応じて 

がん手術給付金 １０～４０万円 

入院日数等に応じて 

がん退院給付金 ５～２０万円 

在宅ホスピスケアを入院とみなし
入院１２０日目まで（入院１日につき） 

がん入院給付金   １万円 
入院１２１日目以降（入院１日につき） 

がん入院給付金 １万５千円 

がん転院給付金  ５万円 

が
ん
特
約
保
険
期
間 

業界初

業界初

業界初

業界初
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 ご参考データ  

 

◎日本人の３人に１人はがんで死亡 

 
 

がんは日本人の死因の第一位。全体に占める割合
は３割にものぼっており、多くの方々が、がんと
闘う必要に迫られています。    

 

 

 

 

◎当社が調査機関に委託してがん保険のご契約者

に対して行なった調査（以下「当社調査」）では 
 

Ｑ．がん保険のほとんどが最初の３ヵ月間は保障がな
い（不担保期間）ことを知っていますか？ 

不担保期間の認知度

 
⇒ が ん 保 険 に ご 契 約 さ れ て い る 方 で も 過 半 数

（55.0％）の方が不担保期間のことを知らない 

 
｢セカンド・オピニオン｣のニーズ（当社調査より）
Ｑ．もし、がんなどの重大な病気と診断された場合、

｢セカンド・オピニオン｣を利用したいですか？ 
 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

はい

どちらかといえば「は
い」

どちらかといえば「い
いえ」

いいえ

 
 

 
「在宅ホスピスケア」のニーズ（当社調査より） 
Ｑ．重大な病気に罹患し、末期状態になった場合、残され

た貴重な時間をどこで過ごされたいですか？ 
 
 

 

 
 

 

《当社調査概要》 
・調査方法：インターネットでのアンケート 
・調査時期：２０００年４月 
・調査対象：２０～５９歳のがん保険加入者  

 

以 上 

死因の割合 

厚生省「平成 10 年 人口動態統計」 

がん 
３０.３％ 

心疾患 
１５.３％ 

脳血管疾患 
１４.７％ 

その他 

いいえ 
５５.０％ 

はい 
４５.０％ 

74.8％

23.2％

1.1％ 

0.9％ 

自宅 
７９.２％ 

病院 

４.７％ 
どちらでもよい 

１６.０％ 

⇒約８割の方が残された貴重な時間をご自宅で過
ごすことを望んでいます 

⇒ほとんどの人がセカンド・オピニオンの利用を
望んでいます 


